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憲法 採点基準 

 
問題１ ２０点 
薬事法違憲判決における、違憲審査の厳格化の根拠及び判断枠組みにつき、正確な言及が

なされているかに関して、５点を配点する。その上で、本件における人力車の営業の自由に

対する本件条例による規制が、職業選択の自由そのものへの制約に類する職業の自由に対

する強力な制限に当たるかどうかにつき、それが適切な理由づけから論証されている場合

には、５点を配点する。また、上記の判断枠組みを踏まえた上で、本件条例における立法目

的及びその達成手段としての人力車営業に対する規制につき、判例の射程に基づき適切に

評価されているかについて、１０点を配点する。 
 
 
問題２ ５点 
 国会の唯一の立法機関性につき、①国会中心立法の原則及び、②国会単独立法の原則に関

して、両原則の具体的内容につき、適切な説明がなされている場合には３点を配点する。ま

た、①の憲法上の例外につき、衆参両議院の議院規則制定権（５８条２項）、内閣の政令制

定権（７３条６号）、最高裁の規則制定権（７７条１項）がそれに当たる点、及び、②につ

き、内閣の法案提出権（７２条）、地方特別法の住民投票（９５条）が同じく憲法に規定さ

れた例外に該当することが言及されている場合には、各１点を配点する。 
 
 


